
 

 

 
 

長浜市では、介護・福祉人材の確保に向け、市内の福祉事業所に就職する方への支援制度を

ご用意しておりますので、ぜひご利用ください。 

 

【補助金による就職支援制度】 

１． 介護職就職応援給付金 

⇒介護福祉業界以外から介護職員として転職する方を応援します。 

２． 潜在介護専門人材再就職支援事業補助金 

⇒介護職の知識や経験があり、介護職員・相談支援専門員に復帰する方を応援します。 

３． 福祉・介護人材確保対策事業補助金 

⇒介護職員として就職する方の家賃の一部を補助します。 

※介護職員とは、福祉事業所に勤務し、しょうがい者等の家庭を訪問して生活援助、身体介護 

を行う者、または事業所や施設において利用者に対する入浴、排せつ、食事等の介助もしくは 

就労の支援の業務に従事する者 

 

【申請～交付までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出先・お問い合わせ】 

  長浜市役所 しょうがい福祉課  〒526-8501 長浜市八幡東町 632 番地 

電話：0749-65-6372  e-mail：shougaifukushi@city.nagahama.lg.jp 

 

長浜市ホームページ 

 トップ ⇒ 福祉・健康 ⇒ しょうがい者福祉  ⇒ 人材の確保・定着・育成支援  

 

長浜市介護人材確保に係る補助金交付に関する手引き 

 



 

１．介護職就職応援給付金 

 

●対象者 

介護福祉業界以外から介護職員として転職する方 

 

●補助要件 

市内にお住いの方で、市税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料  

に未納がなく、次の要件のすべてがあてはまる方 

□ 市内の福祉事業所に介護職員等として直接雇用された方 

□ 福祉事業所ではない前勤務先において３か月以上勤務していたこと 

□ 前勤務先を離職した日から起算して１年以内に就職していること 

□ 市内の福祉事業所に介護職員等として週２０時間以上勤務していること 

□ 市内の同一福祉事業所に３か月以上継続して勤務し、かつ、引き続き勤務する意思を有し   

ていること（同一法人における市内の別の福祉事業所への勤務地変更は、同一福祉事業所

に継続して勤務しているものとみなします。） 

□ 過去に長浜市潜在介護人材再就職支援事業補助金、長浜市高齢者介護職就職支援事

業補助金、長浜市潜在介護専門人材再就職支援事業補助金の交付を受けていないこと 

 

●補助金額 

申請者１人当たり１０万円  ※交付は１人につき１回限り 

※予算の範囲内での支援となります。 

 

●申請方法（次のいずれかをお選びください。） 

□ 電子申請（QR コードまたは URL から手続きをお願いします。） 

https://logoform.jp/form/BJcW/887338 
 

□ 書面申請（次の書類をしょうがい福祉課まで提出してください。） 

① 長浜市介護職就職応援給付金交付申請書（様式第１号） 

② 在職証明書（お勤め先でもらってください。）  

③ 前勤務先が福祉事業所ではないことを確認できるもの 

④ 前勤務先の離職日が確認できるもの 

※➂➃確認書類…雇用保険受給資格者証の写し、退職証明書、離職票など 

 

●申請期限 

 再就職した日から１年を経過した日の属する年度末までに申請してください。 

 



 

２．潜在介護専門人材再就職支援事業補助金 

 

●対象者 

介護職または相談支援専門員として一定の知識及び経験を有し、介護職等へ再就職する方 

 

●補助要件 

市内にお住いの方で、市税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料  

に未納がなく、次の要件のすべてがあてはまる方 

□ 過去に介護職員等としての実務経験が１年以上あること 

□ 介護職として求められる一定の知識及び経験を有する者として認められる次のいずれかに該  

当する方 

・介護福祉士  ・相談支援専門員  ・介護支援専門員 

・実務者研修施設において介護福祉士としての必要な知識及び技能を修得した者  

・介護職員初任者研修課程を修了した者、または同研修課程を修了した者とみなされるもの 

□ 直近の介護職員等として離職した日から再就職した日までに３か月以上経過していること 

□ 市内の福祉事業所に週２０時間以上勤務していること 

□ 市内の同一福祉事業所に、介護職員等として３か月以上継続して勤務し、かつ、引き続き勤 

務する意思を有していること（同一法人における市内の別の福祉事業所への勤務地変更は、

同一福祉事業所に継続して勤務しているものとみなします。） 

□ 過去に長浜市潜在介護人材再就職支援事業補助金、長浜市介護職就職応援給付金、 

長浜市高齢者介護職就職支援事業補助金の交付を受けていないこと 
 

●補助金額 

  申請者１人当たり１０万円 ※交付は 1 人につき１回限り 

※予算の範囲内での支援となります。 

 

●申請方法（次のいずれかをお選びください。） 

□ 電子申請（QR コードまたは URL から手続きをお願いします。） 

https://logoform.jp/form/BJcW/890578 
 

□ 書面申請（次の書類をしょうがい福祉課まで提出してください。） 

① 長浜市潜在介護専門人材再就職支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

② 在職証明書（お勤め先でもらってください。） 

③ 保有資格の証明書類 
 

●申請期限 

 再就職した日から１年を経過した日の属する年度末までに申請してください。 

 



 

３．福祉・介護人材確保対策事業補助金（家賃補助） 

 

●対象者 

新たに介護職員として市内の福祉事業所に就職された方 

 

●補助対象要件 

市内にお住いの方で、市税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料  

に未納がなく、次の要件のすべてがあてはまる方 

□ 令和５年４月１日以降、初めて介護職員として市内の福祉事業所に勤務した方 

□ 週２０時間以上勤務している方 

□ ３か月以上継続して勤務（同一法人の市内の福祉事務所に勤務先が変更となった場合を 

含む。）し、かつ引き続き勤務する意思を有している方 

   

●補助金額 

家賃月額の１／２ （上限１万円/月、12 か月を限度とする。） 

※勤務先の福祉事業所等から住居手当等が支給されている場合は、家賃からその額を 

引いた額の 1／２ 

※予算の範囲内での支援となります。 

 

●申請方法 

次の書類をしょうがい福祉課まで提出してください。 

➀ 長浜市福祉・介護人材確保対策事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

➁ 長浜市福祉・介護人材確保対策事業補助金交付申請に係る雇用証明書（様式第２号） 

➂ 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し 

➃ 家賃の支払が確認できる書類 

➄ 補助金の振込先の通帳の写し 

  

●申請期限 

年２回。10 月または３月に、補助 

対象となる期間分の申請をしてくだ 

さい。 

 


